
 

 

令和８年度 第１回岩手県消費生活審議会 
 

次    第 
 

日 時：令和８年６月１日（月） 

10:00～11:30 

場 所：県民生活センター 大ホール 

 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 委員紹介 

４ 議 事 

（1）会長の選出について 

（2）会長職務代理者の指名について 

（3）紛争解決部会委員の指名について 

５ 報 告 

（1）岩手県消費者施策推進計画（2025～2029）について 

（2）消費者施策に係る令和８年度の県の取組について 

６ その他 

７ 閉 会 

 

資料一覧 

資料１   岩手県消費者施策推進計画（2025～2029）の概要 

資料２   消費者施策に係る県の取組について（令和８年度） 

 

参考資料１ 岩手県消費者施策推進計画（2025～2029） 

※岩手県消費生活条例は上記計画の資料に含まれている。 

参考資料２ 岩手県消費生活審議会運営規程 

 



〈委員〉（五十音順）

氏名 所属団体等 出欠 摘要

相 澤
あい ざわ

美 奈
み な

特定非営利活動法人環境パートナーシップいわて 〇 事業者代表

一 條
いちじょう

景 子
け い こ

岩手弁護士会　弁護士 〇 学識経験者

小山田
お や ま だ

　  　緑
みどり

公募委員 〇 消費者代表

菊 地
き く ち

淸 睛
きよ はる

岩手県商工会連合会　副会長 〇 事業者代表

菊 地
き く ち

　　   洋
ひろし

岩手大学教育学部　准教授 〇 学識経験者

工 藤
く ど う

貴 子
た か こ

ＪＡ岩手県女性組織協議会  副会長 〇 事業者代表

佐 藤
さ と う

伸 之
のぶ ゆき

盛岡市立大慈寺小学校　校長 〇 学識経験者

佐 藤
さ と う

麻 由
ま ゆ

盛岡商工会議所青年部　理事 〇 事業者代表

高 橋
たか はし

昌 造
しょうぞう

岩手県町村会　矢巾町長 〇 学識経験者

武 田
た け だ

哲
さとる

岩手県市長会　滝沢市長 ― 学識経験者

船 ヶ 澤
ふ な が さ わ

堅 一
けんいち

消費者信用生活協同組合　専務理事 〇 消費者代表

古 内
ふる うち

保 之
やす ゆき

岩手県民生委員児童委員協議会　副会長 〇 学識経験者

望 月
もち づき

敦 允
あつ よし

岩手弁護士会　弁護士 〇 学識経験者

山 下
やま した

泰 幸
やす ゆき

一般財団法人岩手県ＰＴＡ連合会　会長 〇 消費者代表

吉 田
よ し だ

敏 恵
と し え

岩手県生活協同組合連合会　専務理事 ― 消費者代表

若 山
わか やま

壽 浩
とし ひろ

公募委員 〇 消費者代表

16人 14人

〈事務局〉

氏名

西 野 文 香

尾 形 将 敏

佐 々 木 一 弘

高 橋 淳

岩手県消費生活審議会　出席者名簿

岩手県立県民生活センター　主幹兼次長

岩手県環境生活部　県民くらしの安全課総括課長

岩手県環境生活部　県民くらしの安全課消費生活課長
岩手県立県民生活センター　所長（兼務）

職名

岩手県環境生活部　部長



１ 計画策定の趣旨

岩手県消費生活条例に基づき、本県の具体的な消費者施策を総合的・計画的に進めることを目的として策定

２ 計画の位置付け

・ 条例が目的とする「消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もって県民の消費生活の安定及び向上に資す

る」ための行動計画

・ 「いわて県民計画（2019～2028）」政策推進プランの政策項目28「事故や犯罪が少なく、安全・安心に暮らせるまちづくりを進めます」

の具体的な推進方策である「消費者施策の推進」の実施計画

３ 計画の期間

令和７（2025）年度から令和11（2029）年度までの５年間

いわて県民計画（2019～2028）

Ｖ安全 28 事故や犯罪が少なく、安全・安心に暮らせるまちづくりを進めます

○ 消費者トラブルの未然防止と早期解決のため、消費者教育の推進や相談機能の充実

・ 広報媒体の活用等による消費生活に係る情報の提供及び高齢者等の消費者の特性に応じた消費者教育の推進

・ 成年年齢の引下げに対応した消費者教育の推進及び若年者に向けた啓発や相談機能の強化

・ 消費者トラブルの早期解決のための相談機能の充実

第１章 計画策定に当たって

「岩手県消費者施策推進計画（2025～2029）」の概要

1

資料１



第２章 消費生活をめぐる現状と今後の課題

１ 消費者を取り巻く社会環境の変化

・ 高齢化の進行、一人暮らし高齢者等の増加
・ キャッシュレス決済、SNS等デジタル化の急速な進展
・ 持続可能な社会の実現に向けた機運の高まり

２ 国における消費者行政の状況

・ 消費者教育の推進、第５期消費者基本計画策定
・ 消費生活相談のデジタル化に向けた検討（令和８年10月目途）

３ 本県における消費生活相談の現状

・ 消費生活相談は県全体で毎年９千件台後半で推移
（うち高齢者が３分の１）

・ SNSをきっかけとした消費者トラブルに関する相談が年々増加

４ 消費生活に関する県民の意識

１ 消費者事故の未然防止及び事業者への指導

・ 事業者に対する監視指導及び検査の実施、消費者への注意喚起等

２ 消費者教育の推進

・ 消費者のライフステージや教育の場等に応じた体系的・継続的な消費者教育

・ 年齢や性別などの属性、消費生活相談傾向等を踏まえた消費者への注意喚起

や啓発

・ エシカル消費や食品ロス削減などの普及啓発

３ 消費者被害の救済

・ 多様化・複雑化する消費者トラブルの被害防止及び救済のための的確な対応

・ デジタル化の進展に伴う消費者トラブル増加への対応

・ 多重債務問題への法的サポート等の的確な対応

・ 福祉関係部局と連携を密にした相談対応や地域の見守り活動の推進

４ 市町村・関係機関等との連携・協働

・ 消費生活相談員の資質向上や専門的な相談事案への解決に向けた支援

・ 多重債務や悪質商法などへの的確な対応のため、関係機関と連携した法的サ

ポートなど

・ 持続可能な社会の実現に向けた、適切な消費行動の推進のための連携

現状 課題

消費生活に関する県民意識調査結果

○ 消費者問題で関心を持っているもの
①悪質商法の手口と対策：82％
②インターネット利用によるトラブル：78％
③キャッシュレス決済や暗号資産取引によるトラブル：54％

○ 行政の取組で重要と考えるもの
①悪質な事業者等に対する法施行の実施：65％
②電話や面談による消費生活相談等の実施：53％
③消費生活関連情報の収集・分析、情報提供・啓発：33％

調査対象：希望郷いわてモニター200人
調査時期：令和６年６～７月
回答数：169人 回答率：84.5％
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施策の方向
１ 商品やサービスの安全の確保及び消費者
と事業者との取引の適正化
（1）監視指導及び検査の徹底
（2）消費者事故の調査・公表
（3）生活関連物資の安定供給・価格の安定化
（4）規格・表示の適正化の推進
（5）消費者契約の適正化の推進

２ 消費者教育の推進

（1）消費者のライフステージや多様な特性に
応じた消費者教育の推進

（2）社会情勢の変化に対応した消費者教育、
情報提供の推進

（3）持続可能な社会の実現に向けた消費行動
の推進

３ 消費者被害の救済
（1）消費生活相談対応の充実
（2）多重債務問題に対する解決支援
（3）地域のつながりを生かした見守り体制の

構築

４ 市町村・関係機関等との連携・協働
（1）市町村の相談体制の充実への支援
（2）関係機関との連携
（3）消費者と事業者との協働

・ 商品等の安全性を確保するため、関係する法律に基づく監視指導及び検査を実施
・ 商品テストの結果や消費者事故の情報を県民に適切に提供
・ 生活関連物資の価格動向等を調査し、必要に応じて事業者への協力要請等を実施
・ 消費者の自主的、合理的な選択の機会を確保するため、日用品、食品等の規格・表示の監視指導及び検査を実施
・ 取引が適正に行われるよう、訪問販売などの事業者に対する指導監督・立入調査等を実施

・ その時々の消費生活相談の傾向なども踏まえ、様々な広報媒体を通じて情報提供を行うとともに、ライフステージに合わせた、学校、
地域、家庭、職域等様々な場を活用した消費者教育の充実

・ 高齢者や若者など、年代別の特性に配慮した出前講座を開催するほか、地域団体や高齢者福祉の関係機関等と連携した注意喚起や啓
発を実施

・ デジタル化の進展に伴う電子商取引の拡大やＳＮＳをきっかけとした消費者トラブル未然防止のための注意喚起、成年年齢引下げに
対応した消費者教育の推進を図るほか、警察機関等と連携した特殊詐欺被害、消費者からのカスタマーハラスメントの防止に向けた啓
発を実施

・ 障がい者支援につながる商品の購入やエコバッグの持参など、人や社会、環境へ配慮した消費行動や食品ロス削減等についての普及
啓発を図り、持続可能な社会の実現に向けて消費者や事業者の自主的な行動を推進

・ 消費生活相談員の資質向上や担い手確保、弁護士相談の実施、消費生活相談のデジタル化及び「福祉・消費生活関連相談拠点施設
（仮称）」の整備による相談対応の充実
・ 弁護士会や福祉等関係機関との連携を深め、多重債務者弁護士相談などの法的解決支援や生活再建に向けたサポートを実施
・ 地域における高齢者や障がい者等の消費者被害防止・救済のため、関係団体で構成される消費者安全確保地域協議会（見守りネット

ワーク）の設置促進の働きかけを強化

・ 市町村の消費生活相談員の研修会を開催するほか、困難な相談事案について専門家の助言を得る機会を提供するなど、解決に向けた
支援を実施

・ きめ細かな消費者支援のため、弁護士会や警察等の関係機関と連携して対応するほか、「福祉・消費生活関連相談拠点施設（仮
称）」の整備による福祉相談部門と連携

・ 持続可能な社会の実現に向けて、プラスチックごみの削減など環境の保全に資する活動や、エコ商品の購入などのエシカル消費等に
より、消費者と事業者との協働による取組を促進

具体的な施策

基本目標：消費者を取り巻く環境の変化に対応して消費者被害の防止と救済に取り組み、安心して暮らすことができる岩手

第３章 施策の方向
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第３章に掲げた施策推進のため、具体的取組と主要指標（26項目）を設定

第４章 施策の推進に向けた具体的取組と主要指標

第５章 計画の推進と進行管理

消費者を取り巻く社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて計画を見直し

計画の実施状況について、県のホームページで公表

主要指標施策の方向

〇 立入検査件数（特定製品、特定保守製品）
〇 レギュラーガソリン及び灯油価格の調査回数
〇 単位価格表示に取り組んでいる店舗の割合

商品やサービスの安全の確保
及び消費者と事業者との取引の適正化

〇 消費者教育関連セミナー受講者数 〇 出前講座開催回数（全体、高齢者、ｴｼｶﾙ消費）
〇 教員を対象とした研修会の開催回数（全体、高校学校教員）
〇 スマートフォンやインターネットを使うときは、危険に巻き込まれる可能性等があること
を理解している児童生徒の割合（小学校、中学校、高校）

〇 県民又は報道機関向けの情報提供回数
〇 消費生活サポーター登録者数 〇 消費生活サポーターへの情報提供回数
〇 知的障がい者の金銭管理等に関する情報提供回数
〇 エコ協力店いわて認定店舗数

消費者教育の推進

〇 消費生活相談解決割合
〇 弁護士無料相談実施回数（若年者消費者トラブル、多重債務者）
〇 消費者安全確保地域協議会の設置市町村の県内人口カバー率

消費者被害の救済

〇 市町村への助言回数
〇 事業者等の３Ｒ推進の取組に対する支援実施件数
〇 地球温暖化防止のための行動に努めている県民の割合
〇 いわて地球環境にやさしい事業所認定数

市町村・関係機関等との連携・協働
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令和８年度の主な取組 

 

解 決 力 の 向 上  消 費 者 力 の 向 上 

資
質
・
能
力
向
上 

○消費者見守り体制の促進 
福祉関係者等の地域見守り関係者等を対象と
して消費者被害防止のための知識の習得を目
的とした研修を開催 

（年４回） 
○消費生活相談員スキルアップセミナー開催 
各分野の講師を招いての研修（年 10 回） 

○消費生活相談事例研究会開催 
弁護士による法令講義と相談事例検討会 
（年 10 回） 

○地域担当の配置 
 市町村からの支援要請に対応する職員及び消
費生活相談員を広域振興局圏域ごとに配置 

○消費生活センター訪問 
 市町村消費生活センター等を訪問し、情報や
意見交換を実施（年 14 回） 

県
民
向
け
研
修
会
等 

○消費生活セミナー 
小学生親子（４回予定） 
エシカル消費セミナー（１回） 

○くらしとお金のセミナー＆相談会 
日本ＦＰ協会との共催 
毎月第４日曜日、年６回 

○金融経済セミナー（高校生等向け） 
 金融経済教育推進機構との連携 

消
費
者
教
育
の
推
進 

○出前講座 
大学・専門学校、新規就労向け研修、地域で
の自主的研修会等に県民生活センター及び
金融広報委員会から講師派遣 

○小中高等学校消費者教育支援 
県教委と連携し、教員向けの研修会を実施 

○知的障がい者等金銭管理支援 
特別支援学校や障がい福祉サービス事業所

を対象に知的障がい者の金銭管理に関する出
前講座を実施 
○高度化・複雑化消費者トラブル普及啓発 

・テレビＣＭの制作、放送（消費者110番の周

知、高齢者消費者トラブルの周知） 
・テレビ番組コーナーの制作、放送（6月～8月

（計12回以上）、最新の消費者トラブル事例

の情報発信及び県警と共同の情報発信） 
・県警との共同イベント実施に係るチラシ制作 
・県警との共同イベント(消費者被害・特殊詐欺

被害防止共同体験会) 11 月 2 回 
・年代ごとの情報収集手段に応じた広報・啓発

を実施（YouTube、Instagram 等オンライン

広告による情報発信） 
○エシカル消費普及啓発 
小中高生向け講師派遣の実施（12回） 

○消費生活サポーター（計画：315人） 
（8.3.31現在：344人） 

・地域における啓発活動の支援 
・企業・団体等に対し消費生活サポーターへの
登録を働きかけ 

消
費
者
被
害
の
救
済 

○高齢者、若年者相談対応強化週間の設定 
・県民生活センター、各市消費生活センターが
共同で週間を設定し相談対応を強化 

・週間に合わせた集中的な啓発広報を実施 
 （高齢者 9 月、若年者 1 月） 
○消費者月間（5月）行事 
消費者 110 番の日（5/26） 

 （「岩手県消費者行政推進ネットワーク」主催
の相談会） 

○若年者消費者トラブル解決支援 
・若者専用相談ダイヤルを設置し、県センター
で弁護士無料相談（月２回、年 24 回） 

○多重債務者解決支援 
・県内各地で弁護士無料相談（年 114 回） 
・多重債務に限定せず、消費者トラブルを含め
た生活全般の相談にも対応 

○メールによる相談受付の実施 
令和４年２月から実施 

○岩手県消費者安全確保連携会議の開催 
庁内関係課を構成員とし、高齢者等の消費者
被害防止に係る情報交換 

○特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほ
くとの連携 
『消費生活相談情報の提供及び利用に関する
覚書』（令和５年４月１日締結）に基づく情報
交換 

広
報
・
啓
発 

○各種情報発信 
・世代や消費者の特性に合わせ、消費者トラブ
ル情報等を提供（テレビ CM・新聞、デジタ
ルサイネージ、SNS（Facebook、X、
Instagram、YouTube, TikTok）等の活用） 

・県の広報媒体を利用した情報発信（各種パブ
リシティ、メルマガ、消費生活緊急注意報、
製品リコール情報、Ｑ＆Ａなどのホームペー
ジ掲載等） 

事
業
者
対
応 

○各法令等による事業者指導・法執行 
○商品テスト（1回）、生活用製品等の調査 
 

そ
の
他 

○関係団体との連携 
○交通事故相談（電話、来所） 
・県内巡回相談（年 44 回）、日弁連弁護士相談
（随時） 

補
助
等 

○市町村補助 
地方消費者行政強化交付金による補助の実  
施 

① 機能強化事業：9市 ②機能維持事業：1市 

※下線部分は新規の取組 

資料２ 


